
施設名等 現状

【国施⼯(係留施設)】
(1)岸壁(-4.5m) 300m

制限付き暫定利⽤可
（令和7年7⽉〜9⽉頃まで　130ｍ）
１）岸壁前⾯⽔深が最⼤1m程度浅くなっている状況

(2)岸壁(-5.5m) 100m 利⽤不可

(3)物揚場(-4.0m) 180m 利⽤不可

【国施⼯(臨港道路)】
(4)公共本線 691.5m
(5)都市再開発⽀線1号 312m
(6)公共⽀線4号 303m
(7)公共⽀線2号 80m

―

【県施⼯施設】
(8)物揚場(-4.0m〜-2.0m) 331.3m
　　船揚場 70m

暫定利⽤可

令和7年7⽉〜9⽉頃　（①90m　部分供⽤）
令和7年10⽉〜12⽉頃　（220m ①90m+②130m　部分供⽤）
令和8年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）

復旧⽅針検討中

令和8年1⽉〜3⽉頃（段階的に復旧）

復旧の⾒通し（⽬標）

復旧⽅針検討中

令和8年1⽉〜3⽉頃　（供⽤）

飯田港　施設の復旧の見通し （目標） 令和６年１２月２３日時点 別紙３

〇 当面、岸壁(-4.5m)②130mを暫定利用しつつ、令和7年1月～3月頃から岸壁(-4.5m) 

①90mの復旧工事を行う。

〇 岸壁(-4.5m)①90mの部分供用後、暫定利用している②130m、残り③80mの順に

復旧工事を行う。

〇 令和8年1月～3月頃、岸壁(-4.5m)の全延長供用を目指す。

〇 なお、岸壁(-4.5m)①90mの部分供用は令和7年7月～9月頃、②130mの部分供用は

令和7年10月～12月頃を目指す。
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※本資料は、現在想定している各施設の工事着

手の見通し及びスケジュールの目標であり、今

後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進

捗状況により変わる可能性があります。今後、

随時更新予定です。
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